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総合 

レベル３（最重度） レベル２（重度～中等度） レベル１（軽度） 虐待なし 

生命、心身の健康、生活に

関する危険な状態生じて

いる。 

ただちに「分離」や「緊急

保護」を検討。 

生命、心身の健康、生活に著

しい影響が生じている。 

早期に福祉サービスの導入

等、行政の介入など「保護の

検討」「集中的援助」を検討 

生命、心身の健康、生

活への影響が予想さ

れる。 

「継続的、総合的援助」

を検討。 

左記に該

当せず。 

身体的虐待 

暴力等によって、生命の

危険がある（重度のやけ

ど、骨折、頭部外傷、首絞

め、揺さぶり、身体拘束な

ど） 

暴力等によって、比較的軽症

である打撲痕、擦過傷、内出

血が認められる。睡眠薬の過

剰摂取による過度の睡眠状

態。 

時々軽くつねられる、

叩かれるといった状

態が見られる。 

左記に該

当せず。 

性的虐待 

同意のない性行為がなさ

れること。わいせつな行

為をすること、または、さ

せること。恒常的な行為

が続く、または、性感染症

などに到る。 

排泄介助後、下半身を裸にし

て放置するなど、心身の傾向

に影響のおそれがある状態。 

性的な言葉かけ、接

触、態度、視線をなげ

かけられ、精神的に苦

痛を感じている。 

左記に該

当せず。 

心理的虐待 

著しい暴言や拒絶的な態

度により、人格や精神症

状に歪みが生じている。

時に抑うつ状態や自殺企

図までいたる。 

暴言や無視により、無気力や

自暴自棄になっている。自己

効力感の低下が著しい状態。 

無視や幼稚言葉や暴

言があり、落ち込むこ

とがある。 

左記に該

当せず。 

放棄・放置 

食事が与えられないこと

による重度の低栄養や脱

水状態。十分な介護を受

けられないことによる重

度の褥瘡や、肺炎、戸外放

置等。 

食事が与えられないことに

よる体重の減少がみられる。

十分な介護が受けられない

ことによる極めて不衛生、不

潔な状態。 

一時的にケアが不十

分な状態がある。状態

にあったケアがなさ

れていない。 

左記に該

当せず。 

経済的虐待 

年金の搾取等により、収

入減がとだえ、食事がと

れない、電気、ガス、水道

が止められる。 

年金の搾取等により、収入減

が途絶え、支払いが滞りがち

となる。 

他者が年金等を管理

し、時折、本人の承諾

なく使われている。 

左記に該

当せず。 


